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公立大学法人都留文科大学定款 
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附則 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この公立大学法人は、自主的・自律的な大学運営を基盤として、豊かな人間

性と幅広い知識及び高い専門性を有する人材を育成するとともに、優れた研究を発

信することにより、地域社会はもとより、我が国の高等教育及び学術研究の向上に

寄与することを目指す大学を設置し、及び管理することを目的とする。 

(名称) 

第 2 条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人都留文科大学(以下｢法人｣という。)

とする。 

(大学の設置) 

第 3 条 法人は、第 1 条の目的を達成するため、都留文科大学(以下｢大学｣という。)

を都留市に設置する。 

(設立団体) 

第 4 条 法人の設立団体は、都留市とする。 

(事務所の所在地) 

第 5 条 法人は、事務所を都留市田原三丁目 8 番 1 号に置く。 

(平成 19 年 9 月 28 日議決) 
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(法人の種別) 

第 6 条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

(公告) 

第 7 条 法人の公告は、都留市役所前掲示場及び法人の事務所の掲示場に掲示して行

う。 

第 2 章 組織 

    第 1 節 役員 

(定数) 

第 8 条 法人に、役員として、理事長 1 人、副理事長 1 人、理事 5 人以内及び監事 2

人を置く。 

(職務及び権限) 

第 9 条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

2 理事長は、第 17 条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第 14 条

第 1 項に規定する理事会の議を経るものとする。 

3 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法

人の業務を掌理する。 

4 副理事長は、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたと

きは、その職務を行う。 

5 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業

務を掌理する。 

6 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故がある

ときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

7 監事は、法人の業務を監査する。 

8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は都留市長(以

下｢市長｣という。)に意見を提出することができる。 

(理事長の任命) 

第 10 条 理事長は、市長が任命する。 

(学長の任命) 

第 11 条 大学の学長(以下｢学長｣という。)は、理事長とは別に任命するものとする。 
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2 学長の選考を行うため、学長選考会議(以下｢選考会議｣という。)を置く。 

3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。 

4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

5 選考会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 第 18 条第 2 項の経営審議会を構成する者(副理事長を除く。)の中から当該経

営審議会において選出された者 3 人 

(2) 第 23 条第 2 項の教育研究審議会を構成する者(学長を除く。)の中から当該教

育研究審議会において選出された者 3 人 

6 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

7 議長は、選考会議を主宰する。 

(理事及び監事の任命) 

第 12 条 理事は、理事長が任命する。 

2 監事は、市長が任命する。 

(役員の任期) 

第 13 条 理事長の任期は、4 年とし、再任されることができる。ただし、再任された

場合の任期は 2 年とし、引き続き 6 年を超えることはできない。 

2 副理事長の任期は、法人の規程により定められる学長の任期によるものとする。 

3 理事の任期は、2 年とし、再任されることができる。ただし、理事長が特に必要と

認めたときを除き、引き続き 4 年を超えることはできない。 

4 監事の任期は、2 年とし、再任されることができる。ただし、引き続き 4 年を超え

ることはできない。 

5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 2 節 理事会 

(設置及び構成) 

第 14 条 法人の運営に関する重要事項を審議するため、法人に理事会を置く。 

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

(招集) 

第 15 条 理事会は、理事長が招集する。 

2 理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)の 3 分の 1 以上の者又は監事が会議の



 4 

目的たる事項を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、

理事会を招集しなければならない。 

(議事) 

第 16 条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

2 議長は、理事会を主宰する。 

3 理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

5 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができ

る。 

(理事会の議を必要とする事項) 

第 17 条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。 

(1) 中期目標について市長に述べる意見(法人が地方独立行政法人法(平成 15 年法

律第 118 号。以下｢法｣という。)第 78 条第 3 項に規定する意見をいう。以下同じ。)

及び年度計画(法第 27 条第 1 項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する

事項 

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

(5) 職員の人事及び評価に関する事項 

(6) その他理事会が定める重要事項 

第 3 章 審議機関 

第 1 節 経営審議会 

(設置及び構成) 

第 18 条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。 

2 経営審議会は、次に掲げる委員(以下この節において｢委員｣という。)で構成する。 

(1) 理事長 

(2) 副理事長 

(3) 理事長が指名する理事 
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(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するものの

うちから、理事長が委嘱する者 

(5) 理事長が指名する職員 

(委員の任期) 

第 19 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、前条第 2 項第 1 号から第 3 号までに

掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。ただし、前条第 2 項第 4 号に掲げる委員の任

期は、引き続き 4 年を超えることはできない。 

(招集) 

第 20 条 経営審議会は、理事長が招集する。 

2 理事長は、委員(理事長を除く。)の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を記載し

た書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければな

らない。 

(議事) 

第 21 条 経営審議会の会議(以下この条において｢会議｣という。)に議長を置き、理事

長をもって充てる。 

2 議長は、会議を主宰する。 

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(審議事項) 

第 22 条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の

経営に関する事項 

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営

に関する事項 

(3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関する事項 

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
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(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

(6) 職員の人事及び評価の方針に関する事項 

(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(8) その他法人の経営に関する重要事項 

2 経営審議会は、前項各号の審議にあたっては、大学における教育研究の特性に常

に配慮するものとする。 

第 2 節 教育研究審議会 

(設置及び構成) 

第 23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。 

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員(以下この節において｢委員｣という。)で構成す

る。 

(1) 学長 

(2) 学長が指名する理事 

(3) 法人の規程で定める教育研究上重要な組織の長 

(4) 学長が指名する職員 

(委員の任期) 

第 24 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、前条第 2 項第 1 号から第 3 号までに

掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

(招集) 

第 25 条 教育研究審議会は、学長が招集する。 

2 学長は、委員(学長を除く。)の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を記載した書

面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければな

らない。 

(議事) 

第 26 条 教育研究審議会の会議(以下この条において｢会議｣という。)に議長を置き、

学長をもって充てる。 

2 議長は、会議を主宰する。 
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3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(審議事項) 

第 27 条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、教育研

究に関する事項 

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に

関する事項 

(3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、教育研究に関する事項 

(4) 教育課程の編成に係る方針に関する事項 

(5) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項 

(6) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に係

る方針に関する事項 

(7) 教員の人事及び評価に関する事項(第 22 条第 1 項第 6 号に係るものを除く。) 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(9) その他大学の教育研究に関する重要事項 

第 4 章 業務の範囲及びその執行 

(業務の範囲) 

第 28 条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 大学を設置し、これを運営すること。 

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。 

(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の

法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

(5) 大学における教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。 

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

(業務方法書) 
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第 29 条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業

務方法書の定めるところによる。 

第 5 章 資本金等 

(資本金) 

第 30 条 法人の資本金の額は、都留市が出資する別表に掲げる資産について、出資

の日現在における時価を基準として、学識経験者の意見を聴いて都留市が評価した

価額の合計額とする。 

(解散に伴う残余財産の帰属) 

第 31 条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、これを都留市に帰属させる。 

第 6 章 委任 

(委任) 

第 32 条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの

のほか、理事長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。 

(学長の任命に関する特例) 

2 大学の設置後最初の学長の任命は、第 11 条第 3 項の規定にかかわらず、選考会議

の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が行う。 

3 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。 

4 前項に規定する副理事長の任期は、第 13 条第 2 項の規定にかかわらず、3 年とす

る。 

別表(第 30 条関係) 

1 土地 

所 在 地 地 目 面 積 (㎡) 

都留市田原一丁目 507－1 宅 地 1666.03 

都留市田原三丁目 1575－1 学校用地 20,358.00 

都留市田原三丁目 1575－3 学校用地 1,537.00 
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都留市田原三丁目 1575－8 学校用地 18,485.00 

都留市田原三丁目 1575－14 学校用地 4,090.03 

都留市田原三丁目 1575－15 学校用地 860.10 

都留市田原三丁目 1575－16 学校用地 6.47 

都留市田原三丁目 1575－12 学校用地 63.00 

都留市田原三丁目 1581－1 学校用地 28.00 

都留市田原三丁目 1595－1 学校用地 750.00 

都留市田原三丁目 1660－6 学校用地 297.00 

都留市田原三丁目 1660－7 学校用地 337.00 

都留市田原三丁目 1660－8 学校用地 449.00 

都留市田原三丁目 1660－9 学校用地 446.00 

都留市田原三丁目 1669－3 学校用地 4,789.00 

都留市田原四丁目 927－5 学校用地 2,371.00 

都留市上谷喜和田久保 1572－1 学校用地 10,699.00 

都留市上谷山ノ神 1862－2 学校用地 8,479.00 

都留市上谷山ノ神 1862－3 学校用地 6,153.00 

2 建物 

名 称 所 在 地 構 造 延床面積(㎡) 

本部棟 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

5 階建 4,512.98 

１号館 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

4 階建 6,060.51 

２号館 都留市田原三丁目 1575－12 鉄筋コンクリート一

部鉄骨造 6 階建 2,536.54 

３号館 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

4 階建 3,907.91 

４号館 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

2 階建 1,947.27 

美術研究棟 都留市上谷喜和田久保 1572－1 鉄筋コンクリート造

2 階建 1,491.03 

自然科学棟 都留市上谷喜和田久保 1572－1 鉄筋コンクリート造

6 階建 2,040.93 

音楽研究棟 都留市田原四丁目 927－5 鉄筋コンクリート造

3 階建 2,129.09 
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体育研究棟 都留市田原三丁目 1660－8 コンクリートブロッ

ク造 2 階建 219.15 

体育館 都留市田原三丁目 1575－9 鉄骨造平屋建 1,860.00 

体育館更衣室 都留市田原三丁目 1575－9 鉄骨造平屋建 242.69 

体育器具庫 都留市田原三丁目 1575－9 鉄骨造平屋建 48.00 

コミュニケー

ションホール 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

4 階建 1,120.80 

学生ホール 都留市田原三丁目 1575－1 鉄筋コンクリート造

2 階建 270.06 

学生ホール屋

外便所 都留市田原三丁目 1575－1 ブロック造平屋建 5.20 

附属図書館 都留市田原三丁目 1669－3 鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造 4 階建 4,553.13 

第 1 クラブ棟 都留市田原三丁目 1660－8 コンクリートブロッ

ク造２階建 652.00 

第 2 クラブ棟 都留市上谷喜和田久保 1572－1 木造平屋建 148.80 

第 3 クラブ棟 都留市上谷喜和田久保 1572－1 木造平屋建 148.80 

弓道場 都留市上谷山ノ神 1862－2 鉄骨造平屋建 149.03 

柔道場 都留市上谷山ノ神 1862－2 プレハブ造平屋建 149.05 

窯芸室 都留市上谷喜和田久保 1572－1 コンクリートブロッ

ク造平屋建 52.20 

購買棟 都留市田原三丁目 1575－1 鉄骨造平屋建 208.08 

守衛室 都留市田原三丁目 1575－1 鉄骨造平屋建 15.50 

屋外便所 都留市上谷山ノ神 1862－2 鉄筋コンクリート造

平屋建 29.10 

大学会館 都留市田原一丁目 507－1 鉄筋コンクリート造

4 階建 1,407.98 

 


